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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】システム手帳に綴じ込んで使用できる比較的に
小型のパーソナルコンピュータを提供する。
【解決手段】システム手帳用コンピュータは、システム
手帳１の交換用の用紙大の筐体１２、２２、３２と、該
筐体内に実装されるコンピュータ部１１、２１と、これ
ら筐体１２、２２、３２をシステム手帳１のリング２に
係合させるための貫通穴１４、２４などを設けたリング
係合板１３、２３、３３などからなるリング係合手段と
を有することを特徴とする。当該システム手帳用コンピ
ュータはシステム手帳本体に綴じこむことができ、コン
ピュータの演算処理能力に応じた所定の作業と、紙や筆
記用具等を使うシステム手帳のリフィルを用いた情報の
処理も可能となる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
システム手帳の交換用の用紙大の筐体と、該筐体内に実装されるコンピュータ部と、前記
筐体を前記システム手帳のリングに係合させるためのリング係合手段とを有することを特
徴とするシステム手帳用コンピュータ。
【請求項２】
前記筐体は、画像表示部を備えたモニター用筐体と、キーボード入力部を備えたキーボー
ド用筐体と、演算処理用の回路部を備えた演算処理ボード用筐体の３つの個別の筐体から
なることを特徴とする請求項１記載のシステム手帳用コンピュータ。
【請求項３】
前記筐体間ではワイヤレス接続が可能とされることを特徴とする請求項２記載のシステム
手帳用コンピュータ。
【請求項４】
前記リング係合手段は、前記筐体の一面に一辺側が突出するように結合された板状部材で
あり、突出した一辺側に前記システム手帳のリングに係合させる穴が形成されていること
を特徴とする請求項１記載のシステム手帳用コンピュータ。
【請求項５】
前記リング係合手段は、前記筐体に設けられた貫通穴であることを特徴とする請求項１記
載のシステム手帳用コンピュータ。
【請求項６】
前記リング係合手段は、前記筐体から突設された突設片と、該突設片に設けられた貫通穴
からなることを特徴とする請求項１記載のシステム手帳用コンピュータ。
【請求項７】
請求項1記載のシステム手帳用コンピュータと、交換用の用紙と、これらの用紙及び前記
システム手帳用コンピュータをリングを介して保持するシステム手帳本体とを有すること
を特徴とするシステム手帳。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は比較的に小型で軽量で携帯可能なパーソナルコンピュータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、システム手帳と呼ばれる形式の手帳が知られており、所要の皮革材、合成樹脂
材、布帛材などの種々の材料で構成された手帳本体の内側には、リフィルと呼ばれる着脱
自在な用紙が手帳本体にリングを介して取り付けられるように構成されている。例えば、
リフィルの種類としては、予定表、無地、罫線、方眼、住所録、地図、名刺入れなどがあ
り、使用者は自分の使い勝手に応じてこれらのリフィルを取捨選択して、さらには個性化
して使うことで、作業効率を向上できるように工夫されている。また、システム手帳に電
卓などを装着できるものとしたものも知られている（例えば、特許文献１、２参照。）。
【０００３】
　一方、業務上の打合せなどの状況では、通常の手帳やシステム手帳に加えて、ノート型
或いはラップトップ型などの小型のパーソナルコンピュータを持ち込むこともしばしば行
われており、さらにはＰＤＡ（Personal Digital Assistant）などの携帯情報端末を利用
することもある。例えば、メモを取るような状況では、小型のパーソナルコンピュータの
キーボードを叩いたり、或いは所定の棒状部材などで画面をなぞって、文字の手書き入力
を行う機構のものも知られている。
【０００４】
【特許文献１】実開平６－１５１４４号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０５１０５１号
【考案の開示】



(3) JP 3145420 U 2008.10.9

10

20

30

40

50

【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　小型のパーソナルコンピュータを持ち込んで、業務を遂行するような場合でも、筆記用
具と紙による情報の人為的な処理が必要な場合がある。例えば、メモを取るような場合や
、打合せの相手に簡単な図や流れなど示して説明するような場合である。このような場合
、システム手帳であれば、ノートとなるリフィルを用いてメモを取ったりすることができ
、筆記用具と紙による情報の人為的な処理が可能となる。しかしながら、現状では、シス
テム手帳に組み合わせることができる電子的な装置は、前述の特許文献のようにせいぜい
電卓に過ぎず、携帯電話機などもコンピュータに準じた機能を発揮するが、システム手帳
に綴じ込むような構成にはなっていない。
【０００６】
　そこで、本考案は、上述の技術的な課題に鑑み、システム手帳に綴じ込んで使用できる
パーソナルコンピュータを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述の技術的な課題を解決するため、本考案のシステム手帳用コンピュータは、システ
ム手帳の交換用の用紙大の筐体と、該筐体内に実装されるコンピュータ部と、前記筐体を
前記システム手帳のリングに係合させるためのリング係合手段とを有することを特徴とす
る。
【０００８】
　本考案のシステム手帳用コンピュータにおいては、筐体は、例えば、画像表示部を備え
たモニター用筐体と、キーボード入力部を備えたキーボード用筐体と、演算処理用の回路
部を備えた演算処理ボード用筐体の３つの個別の筐体からなる構成とすることができる。
また、筐体としては、キーボード用筐体に代えてタッチパネルを具備する筐体を用いても
良く、或いは別途ワイヤレスキーボードを用いることで、当該システム手帳用コンピュー
タにおける筐体をモニター用筐体と、演算処理用の回路部を備えた演算処理ボード用筐体
の２つとしても良い。これら個別の筐体間では、例えばワイヤレス接続により通信を行う
ものとすることができ、本考案のシステム手帳用コンピュータの廉価版においてはフレキ
シブルフラットケーブル等により接続することも可能である。筐体の種類については、上
述のものは例示に過ぎず、コンピュータの拡張性に応じて筐体に実装されるコンピュータ
部を種々の形態にすることができ、プリンタ機能を有する筐体や、無線若しくは有線ＬＡ
Ｎ機能を有する筐体、スキャナー機能を有する筐体、ハードディスクなどの記憶機能を有
する筐体、カメラ機能を有する筐体、電子マネー機能を有する筐体、放送受信機能を有す
る筐体、携帯電話機能を有する筐体、ＧＰＳ（Global Positioning System）機能を有す
る筐体、電子辞書機能を有する筐体、携帯音楽再生装置、デジタルカメラ、またはデジタ
ルレコーダーなどの小型電子装置のクレイドル機能を有する筐体、市販のゲーム機と互換
性がある機能を有する筐体など種々の機能を持たせた筐体を用いることも可能である。
【０００９】
　本考案のシステム手帳用コンピュータにおいては、前記リング係合手段は、複数の形態
を取ることができ、その１つは、前記筐体の一面に一辺側が突出するように結合された板
状部材であり、突出した一辺側に前記システム手帳のリングに係合させる穴が形成されて
いるものであり、他の１つは、前記筐体自体に設けられた貫通穴であり、またさらに他の
１つは、前記筐体から突設された突設片と、該突設片に設けられた貫通穴からなるもので
ある。なお、これらのリング係合手段も例示に過ぎず、例えば貫通穴が設けられた突設片
を筐体から出没自在とする構成や、筐体の背面側にバンドやワイヤを引き回してリングを
そのワイヤ等と筐体の間に挿通させる構造や、Ｔ字状やＳ字状の一対のフックの如き棒状
部材を設ける構造など他の構造であっても良い。
【００１０】
　本考案は、さらにはシステム手帳自体を対象としており、上述の如き構成を有するシス
テム手帳用コンピュータと、交換用の用紙と、これらの用紙及び前記システム手帳用コン



(4) JP 3145420 U 2008.10.9

10

20

30

40

50

ピュータをリングを介して保持するシステム手帳本体とを有することを特徴とする。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案のシステム手帳用コンピュータによれば、種々の機能を発揮し得るコンピュータ
部は、システム手帳の交換用の用紙大の筐体内に実装され、リング係合手段によって該筐
体が前記システム手帳のリングに係合されるため、システム手帳用コンピュータ自体はシ
ステム手帳の手帳本体に綴じこむことができ、コンピュータの演算処理能力に応じた所定
の作業を実現しながら、紙や筆記用具等を使うシステム手帳のリフィルを用いた情報の処
理も可能となる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本考案の好適な実施形態について図面を参照しながら詳しく説明する。
【００１３】
[第１の実施形態]　
　本実施形態は、リング係合手段として平板状の係合板を用いた例である。先ず、システ
ム手帳用コンピュータを説明する前に、当該システム手帳用コンピュータがまるでリフィ
ルの１つであるかのように装着されるところのシステム手帳１について説明する。図１に
示すように、システム手帳１は、一対の外装部と背表紙部３を連なるように有したシステ
ム手帳本体４の前記背表紙部３に対応する領域の内側に、所定のリフィルを装着するため
の複数の開閉式リング２が設けられている。ここで、システム手帳１のサイズは、種々の
ものが開発されており、本考案においては、特に限定されず、本考案のシステム手帳用コ
ンピュータは全てのシステム手帳１について適用できるサイズに形成できる。また、シス
テム手帳１に設けられているリング２についても、その個数や大きさなどは限定されず、
本考案のシステム手帳用コンピュータは全てのシステム手帳１に対して適用可能である。
【００１４】
　本実施形態においては、図１乃至図６に示すように、システム手帳用コンピュータは３
つの筐体１２、２２、３２からなり、それぞれの筐体１２、２２、３２は例えば１０ｍｍ
以下程度の所定の厚みを有した平板の角丸形状であってそれぞれの裏面側には薄い平板状
のリング係合板１３、２３、３３が一辺側で突設されている。これらの薄い平板状のリン
グ係合板１３、２３、３３は、前記システム手帳１のリング２に挿通される貫通穴１４、
２４、３４をリング２に対応した位置に設けている。リング係合板１３、２３、３３は、
例えば所定の剛性を有した合成樹脂板や金属板などにより構成できる。各リング係合板１
３、２３、３３は、単数枚の板材により構成できるが、それぞれ向かって左右１枚ずつの
係合板を貼り合わせ或いは螺子止めするような構成でも良い。
【００１５】
　筐体１２は画像表示部を備えたモニター用筐体であり、その筐体１２の枠内に広がるサ
イズで画像表示部として機能する液晶表示パネル１１が設けられている。筐体１２の大き
さは、例えば、システム手帳１の交換用の用紙大すなわちリフィルと同程度とされ、詳し
くは筐体１２の大きさは、システム手帳１に綴じ込んで携帯可能なサイズであれば、多少
リフィルよりも大きくても良く或いは小さくても良い。液晶表示パネル１１は、所定の画
像信号を受信して受信した画像信号に基づき表示を行う液晶表示装置であり、タッチパネ
ルの機能を有していても良い。このモニター用の筐体１２の裏面側には、リング係合板１
３が貼り合わせ若しくは螺子止めなどの固定手段によって固定されており、リング係合板
１３が筐体１２の裏面からシステム手帳１のリング２が位置する背表紙部３側に向かって
該裏面に沿って突設する形で形成されている。リング係合板１３には、リング２に対応し
た位置に貫通穴１４が設けられており、本実施形態では６つのリング２に対応して６つの
貫通穴１４が並んで設けられる。したがって、筐体１２はリング係合板１３にリング２を
係合させることで、図１に示すように、システム手帳１に綴じられた状態となる。
【００１６】
　次に、筐体２２は、キーボードによる入力が可能なキーボード入力部２１を備えたキー
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ボード用筐体であり、概ねキーボード入力部２１は筐体２２の表面側の枠部分以外のほぼ
全面に広がるように形成され、所要のキーボード入力が可能となる。筐体２２の大きさは
、モニター用の筐体１２と同様に、例えば、システム手帳１の交換用の用紙大すなわちリ
フィルと同程度とされ、詳しくは筐体２２の大きさは、システム手帳１に綴じ込んで携帯
可能なサイズであれば、多少リフィルよりも大きくても良く或いは小さくても良い。キー
ボード入力部２１は、ポインティングデバイスなどを備えていても良く。このキーボード
用の筐体２２の裏面側には、図６の分解斜視図で示すように、リング係合板２３が貼り合
わせ若しくは螺子止めなどの固定手段によって固定されており、リング係合板２３が筐体
２２の裏面からシステム手帳１のリング２が位置する背表紙部３側に向かって該裏面に沿
って突設する形で形成されている。リング係合板２３には、リング２に対応した位置に貫
通穴２４が設けられており、本実施形態では６つのリング２に対応して６つの貫通穴２４
が並んで設けられる。したがって、筐体２２はリング係合板２３にリング２を係合させる
ことで、図１に示すように、システム手帳１に綴じられた状態となる。
【００１７】
　筐体３２は、演算処理用の回路部３１を備えた演算処理ボード用筐体であり、演算処理
に必要なＣＰＵやその周辺の記憶装置等を内蔵するものであり、例えばハードディスクな
どの記憶手段を有する構成や所定の無線通信手段などが設けられている。また。例えば、
プリンターやＬＡＮケーブル、デジタルカメラ、ＵＳＢメモリなどの各種の周辺装置と接
続するためのＩ／Ｏポートを備える構成とすることも可能である。筐体３２の大きさは、
モニター用の筐体１２やキーボード用の筐体２２と同様に、例えば、システム手帳１の交
換用の用紙大すなわちリフィルと同程度とされ、詳しくは筐体３２の大きさは、システム
手帳１に綴じ込んで携帯可能なサイズであれば、多少リフィルよりも大きくても良く或い
は小さくても良い。このキーボード用の筐体３２の裏面側には、リング係合板３３が貼り
合わせ若しくは螺子止めなどの固定手段によって固定されており、リング係合板３３が筐
体３２の裏面からシステム手帳１のリング２が位置する背表紙部３側に向かって該裏面に
沿って突設する形で形成されている。リング係合板３３には、リング２に対応した位置に
貫通穴３４が設けられており、本実施形態では６つのリング２に対応して６つの貫通穴３
４が並んで設けられる。したがって、筐体３２はリング係合板３３にリング２を係合させ
ることで、図１に示すように、システム手帳１に綴じられた状態となる。
【００１８】
　これら筐体１２、２２、３２に分散して搭載されてそれぞれの機能を発揮することで、
単一のパーソナルコンピュータとして動作する本実施形態のシステム手帳用コンピュータ
は、筐体１２、３２の間及び筐体２２、３２の間で無線通信を行うことで、或いはこれら
フレキシブルフラットケーブル等で接続することで、相互に通信が可能である。無線通信
により筐体１２、２２、３２の間を結線しない場合には、それぞれに乾電池や充電池など
の電源機能を持たせることが好ましい。有線で結線する場合には、前記リング係合板１３
、２３、３３の一部を配線として利用することも可能である。
【００１９】
　なお、本実施形態で説明した筐体の種類については、コンピュータの拡張性に応じて筐
体に実装されるコンピュータ部を種々の形態にすることができ、プリンタ機能を有する筐
体や、無線若しくは有線ＬＡＮ機能を有する筐体、スキャナー機能を有する筐体、ハード
ディスクなどの記憶機能を有する筐体、電子マネー機能を有する筐体、放送受信機能を有
する筐体、カメラ機能を有する筐体、携帯電話機能を有する筐体、ＧＰＳ（Global Posit
ioning System）機能を有する筐体、電子辞書機能を有する筐体、携帯音楽再生装置、デ
ジタルカメラ、またはデジタルレコーダーなどの小型電子装置のクレイドル機能を有する
筐体、市販のゲーム機と互換性がある機能を有する筐体など種々の機能を持たせた筐体を
用いることも可能である。これらの各種機能を有する筐体を随時着脱させることで、コン
ピュータの使用勝手を十分に拡張させることができる。なお、これら筐体の種類について
は、以下の実施形態についても同様である。
【００２０】
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　以上の如き構成を有する本実施形態のシステム手帳用コンピュータによれば、筐体１２
、２２、３２にコンピュータの構成要素が分散して搭載され、各筐体１２、２２、３２は
それぞれ貫通穴１４、２４、３４を備えたリング係合板１３、２３、３３によりシステム
手帳１のリング２に係合できるため、システム手帳１のリフィルと同様に、筐体１２、２
２、３２をシステム手帳１に対して着脱することができ、また、必要に応じで他の機能の
筐体を追加して作業性を向上させることができる。このシステム手帳１には、通常の紙媒
体のリフィル５をそのまま装着することができ、メモを取るなどの筆記用具と紙による情
報の人為的な処理も容易に可能となる。
【００２１】
　なお、リング係合板１３、２３、３３には、必要に応じて、販促用の広告や記念品とし
ての社名やロゴなどを印刷し、或いは刻印することができ、また、カレンダー、国際電話
や内線などの電話番号表、地図、路線図、通貨などの種々の印刷物として重宝するものを
印刷するようにしてもよく、単に模様や写真などを印刷するようにしても良い。
【００２２】
[第２の実施形態]　
　本実施形態は、リング係合手段は筐体に設けられた貫通穴である例である。図７、８に
示すように、本実施形態のシステム手帳用コンピュータは３つの筐体５２、６２、７２か
らなり、それぞれの筐体５２、６２、７２は例えば１０ｍｍ以下程度の所定の厚みを有し
たほぼ平板形状である。これら３つの筐体５２、６２、７２のうちの２つの筐体５２、６
２は、システム手帳４１のリングとして機能するリング４２に挿通される貫通穴５３、６
３をそれぞれ有しており、これら貫通穴５３、６３は２つの筐体５２、６２の背表紙側の
一辺にリング４２の位置に応じて６つずつ並べられ当該筐体５２、６２をそれぞれ厚み方
向に貫通するように形成されている。
【００２３】
　筐体５２は、画像表示部を備えたモニター用筐体であり、その筐体５２の枠内に広がる
サイズで画像表示部として機能する液晶表示パネル５１が設けられている。筐体５２の大
きさは、例えば、システム手帳４１の交換用の用紙大すなわちリフィルと同程度とされ、
第１の実施形態の筐体１２と異なる部分は、貫通穴５３が本実施形態では筐体５２自体を
貫通するように設けられている点である。
【００２４】
　筐体６２は、キーボードによる入力が可能なキーボード入力部６１を備えたキーボード
用筐体であり、概ねキーボード入力部６１は筐体６２の表面側の枠部分以外のほぼ全面に
広がるように形成され、所要のキーボード入力が可能となる。筐体６２の大きさは、モニ
ター用の筐体５２と同様に、例えば、システム手帳１の交換用の用紙大すなわちリフィル
と同程度とされ、第１の実施形態の筐体２２と異なる部分は、貫通穴６３が本実施形態で
は筐体６２自体を貫通するように設けられている点である。
【００２５】
　筐体７２は、図示しない演算処理用の回路部を内蔵した演算処理ボード用筐体であり、
演算処理に必要なＣＰＵやその周辺の記憶装置等を内蔵するものであり、例えばハードデ
ィスクなどの記憶手段を有する構成や所定の無線通信手段などが設けられている。また。
例えば、プリンターやＬＡＮケーブル、デジタルカメラ、ＵＳＢメモリなどの各種の周辺
装置と接続するためのＩ／Ｏポートを備える構成とすることも可能である。筐体７２の大
きさは、例えば、システム手帳４１のリフィルよりもやや大きなサイズで設けられており
、特に背表紙側の一辺では、図８に示すように、システム手帳４１のリングとして機能す
る開閉可能な角丸形状の６本のリング４２が当該筐体７２の表面から立ち上がるように設
けられている。この筐体７２の表面側には、通常の紙媒体のリフィル７５を収納できるよ
うな凹部７１が形成されており、何枚かの紙媒体のリフィル７５を凹部７１内に収納させ
ながらシステム手帳４１を綴じるようにすることもでき、紙媒体のリフィル７５に筆記用
具で書き込みを行う場合には、筐体７２の表面の凹部７１内で安定して紙媒体のリフィル
７５が保持され、且つ筐体７２自体が書き込み作業用の台として機能することから、容易
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な書き込み作業が実現される。
【００２６】
　以上の如き構成を有する本実施形態のシステム手帳用コンピュータによれば、筐体５２
、６２、７２にコンピュータの構成要素が分散して搭載され、各筐体５２、６２はそれぞ
れ貫通穴５３、６３を備え、筐体７２から突設されたリング４２に係合するため、システ
ム手帳４１のリフィルと同様に、筐体５２、６２をシステム手帳４１に対して着脱するこ
とができ、また、必要に応じで他の機能の筐体を追加して作業性を向上させることができ
る。このシステム手帳４１には、通常の紙媒体のリフィル７５をそのまま装着することが
でき、メモを取るなどの筆記用具と紙による情報の人為的な処理も容易に可能となる。
【００２７】
[第３の実施形態]
　本実施形態は、図９乃至図１１に示すように、携帯可能な小型のコンピュータの筐体８
２から突設された突設片８３と、該突設片８３に設けられた貫通穴８４、８５、８６から
なるリング係合手段を設けた例である。
【００２８】
　本実施形態の小型のコンピュータは、液晶表示装置などの画像表示パネル部を装着した
パネル部８１を開閉自在に保持してなる筐体８２を有しており、筐体８２からパネル部８
１を開いた状態で該筐体８２の上面にキーボード入力部が現れるように構成されたいわゆ
るノートブック型の小型のコンピュータである。筐体８２及びパネル部８１の大きさは、
例えば、図１１に示すシステム手帳９１の交換用の用紙大すなわちリフィルと同程度とさ
れ、詳しくは筐体８２及びパネル部８１の大きさは、システム手帳９１に綴じ込んで携帯
可能なサイズであれば、多少リフィルよりも大きくても良く或いは小さくても良い。筐体
８２の内部には、演算処理用の回路部として演算処理に必要なＣＰＵやその周辺の記憶装
置等が内蔵され、所定のＩ／Ｏポート８８により周辺装置との通信等が可能である。
【００２９】
　このような小型のコンピュータの背面側には、筐体８２から水平面内方向に突設された
一対の突設片８３、８３が配設されており、これら突設片８３、８３に形成された貫通穴
８４、８５、８６を介して筐体８２をシステム手帳９１のリング９２に係合し、当該コン
ピュータをシステム手帳９１内に綴じ合わすことができる。一対の突設片８３、８３は、
例えば筐体８２の成型時に同時に成型して形成したり出来るほか、別途、成型した合成樹
脂若しくは金属片からなる一対の突設片８３、８３を筐体８２の背面部に固定したり、あ
るいは着脱自在としたり、さらには出没自在としても良い。
【００３０】
　突設片８３に形成される貫通穴８４、８５、８６のうち、円形に近い穴が貫通穴８６で
あり、貫通穴８６は背表紙の延長方向の中間に近い側に寄せて対称的に配置される。貫通
穴８４、８５はそれぞれ長穴であり、このような長穴形状の貫通穴８４、８５を配するこ
とで、複数形式の市販のシステム手帳の各リングに係合可能となる。
【００３１】
　以上の如き構成を有する本実施形態のシステム手帳用コンピュータによれば、パネル部
８１と筐体８２を構成要素とするコンピュータが、筐体８２から突設された突設片８３を
介してシステム手帳９１のリング９２に係合するため、システム手帳９１のリフィル９５
と同様に、コンピュータ自体をシステム手帳９１に対して容易に着脱することができ、ま
た、必要に応じで他の機能の筐体を追加して作業性を向上させることができる。このシス
テム手帳９１には、通常の紙媒体のリフィル９５をそのまま装着することができ、コンピ
ュータによる電子的な情報処理と並行して、メモを取るなどの筆記用具と紙による情報の
人為的な処理も容易に可能となる。
【００３２】
[第４の実施形態]
　本実施形態は、図１２乃至図１３に示すように、携帯可能な小型のコンピュータ１００
の筐体１０１から突設された突設片１０６と、該突設片１０６に設けられた貫通穴１０７
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からなるリング係合手段を設けた例である。
【００３３】
　筐体１０１のサイズは、システム手帳の交換用の用紙大すなわちリフィルと同程度とさ
れ、詳しくはシステム手帳に綴じ込んで携帯可能なサイズであれば、多少リフィルよりも
大きくても良く或いは小さくても良い。筐体１０１には、キーボード入力部１０２が形成
されているが、液晶パネル１０３は液晶表示部１０４と共に、開閉可能であると共に保持
部１０５を中心に図１３に示すように回動可能とされ、その結果、図１２に示すように、
液晶表示部１０４を上面にしながら液晶パネル１０３を閉じることも可能である。
【００３４】
　このような小型のコンピュータ１００の背面側には、筐体１０１から水平面内方向に突
設された一対の突設片１０６が配設されており、これら突設片１０６に形成された貫通穴
１０７を介してコンピュータ１００自体をシステム手帳のリングに係合し、当該コンピュ
ータをシステム手帳内に綴じ合わすことができる。さらに、液晶パネル１０３は液晶表示
部１０４と共に、開閉可能であると共に回動可能とされることから、液晶表示部１０４を
上面にしながら液晶パネル１０３を閉じることも可能であり、システム手帳内に綴じ合わ
した場合でも、システム手帳を開いただけで、液晶表示部１０４を見ることができる。
【００３５】
　上述の各実施形態では、モニターやキーボード入力部をコンピュータの構成要素として
説明したが、これに限定されずに、例えば、モニターやキーボード入力部自体をシステム
手帳内に綴じ込ませず、外部装置とする選択も可能であり、この場合にはＣＰＵを備えた
本体や、ハードディスク装置や、ＬＡＮ装置、プリンタ装置などの装置がシステム手帳内
に綴じ込まれるように構成することもできる。
【００３６】
　また、上述の各実施形態では、リング係合手段を板材に貫通穴を設けた構成や筐体自体
に貫通穴を設けた構成で説明したが、本考案のリング係合手段としては、一例に過ぎない
が、筐体の背面側にワイヤを引き回してリングをそのワイヤと筐体の間に挿通させる構造
や、Ｔ字状やＳ字状の一対のフックの如き棒状部材を設ける構造など他の構造であっても
良い。また、リング係合手段の例として、合成樹脂や金属材の板材や突設片について説明
したが、例えば紙、木材、布、硝子、セラミックなどの板材や突設片を形成しても良い。
また、リング係合板と筐体の固定方法として、接着剤を用いたり、螺子止めによるものの
ほかに、ボタンや面ファスナーなどを用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータをシステム手帳と共に示
す斜視図である。
【図２】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータをシステム手帳と共に示
す他の斜視図である。
【図３】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータのモニター用筐体の斜視
図である。
【図４】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータのキーボード用筐体の斜
視図である。
【図５】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータの演算処理ボード用筐体
の斜視図である。
【図６】本考案の第１の実施形態のシステム手帳用コンピュータのキーボード用筐体の分
解斜視図である。
【図７】本考案の第２の実施形態のシステム手帳用コンピュータをシステム手帳と共に示
す斜視図である。
【図８】本考案の第２の実施形態のシステム手帳用コンピュータを筐体毎に示す斜視図で
ある。
【図９】本考案の第３の実施形態のシステム手帳用コンピュータの平面図である。
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【図１０】本考案の第３の実施形態のシステム手帳用コンピュータの側面図である。
【図１１】本考案の第３の実施形態のシステム手帳用コンピュータをシステム手帳と共に
示す側面図である。
【図１２】本考案の第４の実施形態のシステム手帳用コンピュータの斜視図である。
【図１３】本考案の第４の実施形態のシステム手帳用コンピュータの斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
１　システム手帳
２　リング
３　背表紙部
４　システム手帳本体
５　リフィル
１１　液晶表示パネル
１２　筐体
１３　リング係合板
１４　貫通穴
２１　キーボード入力部
２２　筐体
２３　リング係合板
２４　貫通穴
３１　回路部
３２　筐体
３３　リング係合板
３４　貫通穴
４１　システム手帳
４２　リング
５１　液晶表示パネル
５２　筐体
５３　貫通穴
６１　キーボード入力部
６２　筐体
６３　貫通穴
７１　凹部
７２　筐体
７５　リフィル
８１　パネル部
８２　筐体
８３　突設片
８４～８６　貫通穴
８８　Ｉ／Ｏポート
９１　システム手帳
９２　リング
９５　リフィル
１００　コンピュータ
１０１　筐体
１０２　キーボード入力部
１０３　パネル部
１０４　液晶表示部
１０６　突設片
１０７　貫通穴
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